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鳥取県介護分野ICT導入支援事業補助金を活用した
ケアプランデータ連携システム導入支援の取組について

１ 取組主旨

 本システムは、データ送受信双方の事業所がシステム導入することによりデータ連携できるため、多くの事業所が早期導
入いただければ、システムネットワークも密になり、導入効果も高まってくる。

 今般、導入コスト面での負担を少しでも減らすべく、県に働きかけを行い、県に設置されている地域医療介護総合確保基
金「鳥取県介護分野ICT導入支援事業補助金」（以下、「ICT補助金」という。）が、本システムの令和５年度ライセンス料の
一部補助が可能であることを確認した。（他県に先駆けた取組）

 ついては、これを機に、各事業所において令和５年度での早期システム導入をご検討いただきたい。

２ 補助内容

補助対象 システム運用経費として１事業所が毎年支払うライセンス料（一律税込21,000円）
※令和５年度の導入分のみ補助となる可能性あり

補助額 １事業所あたり １４，０００円（ライセンス料の3/4補助）

鳥取県国民健康保険団体連合会
令和5年2月14日（火）

補助要件

・本システムを導入していること。（ライセンス料が支払済であること）
・本システム導入にあたり、ICT補助金の補助対象介護ソフト（※）を
すでに導入していること。（令和５年度中の導入予定も含む）

※介護ソフト：記録、情報共有、請求業務で転記が不要であるもの、
ケアプラン連携標準仕様、入退院時情報標準仕様、看護情報標準仕様を実装しているもの、
財務諸表のCSV出力機能を有するもの。

・ICT補助金の１事業所あたりの補助上限額に達していないこと。
（すでにICT補助金の他メニューにて交付決定されており、補助額が１事業所あたりの
補助上限額を超えている場合は、対象外）

３ その他留意事項

• ICT補助金にかかる交付要綱（申請方法、申請時期、申請期限、交付決定時期、実績報告方法など）については、県福
祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課より、別途連絡される予定。

本資料は、県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課確認済

【補助要件整理
図】
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参考
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